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指定訪問看護（医療保険） 

重要事項説明書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 大幸 

訪問看護ステーションみらいふ 

 

 



当事業所は利用者に対して指定訪問看護・指定介護予防訪問看護（以下、便宜上訪問看

護とする）を提供します。 

 

事業所の概要や提供されるサービスの内容について、サービス開始にともない注意して

いただきたいことを次の通り説明します。 
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１．事業者 

（１）法人名  株式会社 大幸 

（２）法人所在地  岐阜県瑞浪市山田町 1514-2 

（３）電話・FAX 番号  0572-68-5660 

（４）代表者氏名  代表取締役 鷲見卓也 

 

２．事業実施地域及び営業時間 

営業日及び営業時間 

営業日       月曜～金曜日（土曜、日曜、祝日及び 12/31～1/3 を除く） 

受付時間      9時 00分～18時 00分 

サービス提供日   月曜～日曜（12/31～1/3を除く） 

必要性があれば、この限りではない 

サービス提供時間  9時～18時 00分 

但し、悪天候や天災等サービス提供が不可能な場合は変更される場合があります。 

尚、その場合利用者および家族まで連絡致します。 

必要性があれば、この限りではない 

 

３．当事業所が提供するサービス内容と利用料金 

（１）サービス内容 

① 看護介護行為 

・ バイタルチェック（血圧・体温・脈拍・簡易酸素飽和度測定） 

・ 身体の保清（清拭・洗髪・入浴・口腔ケア・足浴手浴など） 

・ 療養指導（生活上の注意事項・食事指導・排泄に関する対策や指導など） 

② 医療的処置行為 

・ 創傷及び褥瘡処置 

・ 人工肛門・人工膀胱管理ケア 

・ 経鼻チューブ・胃瘻チューブ管理ケア 

・ 尿道留置カテーテル・自己導尿管理ケア 

・ 在宅酸素療法管理ケア 

・ 在宅人工呼吸器管理ケア 

・ 喀痰の吸引・管理 

・ 点滴 

・ 排泄管理ケア（浣腸・摘便） 

 

③ リハビリ援助行為 

・ 拘縮予防・歩行訓練 



・ 言語・嚥下訓練（言語障害・失語症・嚥下障害など） 

・ 認知予防指導（趣味の活用など） 

 

④ 介護者に対して 

・ 介護の方法指導・介護福祉など社会資源の紹介 

・ 褥瘡予防・リハビリの方法・食事指導（介助の工夫・方法など） 

・ 室内環境整備の工夫・安全対策の指導 



（２）利用料金 

①利用者負担金は、医療保険の法定利用料に基づく金額で下記のとおりです。 

   （R1.11.01現在）                            

 



② 医療保険対象外サービスの概要と利用料金 

 

 

 

 

③ 利用料金のお支払い方法 

一 利用者指定口座 自動振替の場合 

利用者の指定口座（金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義）から

当月の料金の合計額（請求書に記載された額）が、翌月 27日（土、日、祝日と重な

れば翌営業日）に自動で引き落とされます。 

 

二 事業者指定口座 振込の場合 

利用者は下記口座に翌月 27 日（土、日、祝日と重なれば翌営業日）までに振り込

みます。 

・岐阜商工信用組合（銀行コード 2470） 多治見支店（店番 018）  

普通 口座番号 2804569 

名義：カブシキガイシャ ダイコウ 

※振込手数料は契約者の負担になります。 

  

三 現金支払いの場合 

      利用者は、翌月 27日までに現金で支払います。 

 

④ 事業者は利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を発行しま

す。 

公共交通機関 実費

２０km未満 無料

有料駐車場利用時 実費

交

通

費

訪問車利用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(事業所)
２０km以上 25円/km(往復分)

C

D

日常生活用具、物品、材料費等は実費とさせていただきます

キャンセル料は利用料の１０割とさせていただきます

営業日以外の訪問看護加算　　　　　　　　　3,000円/回

差額実費費用

A
加算算定日以外の９０分を超える訪問看護

(９０分以上１００分以内を限度とする)　　　5,200円/回

永眠時の処置代　　　　　　　　　　　　　　10,000円

※

B
１００分を超える訪問看護

２０分を超える毎に3,020円が加算される

50％増

自費による訪問看護　　4,500円/30分

早朝(午前６時～午前８時)

夜間(午後６時～午後１０時)

深夜(午後１０時～午前６時)

25％増

営業日以外の場合　１回3,000円が加算

自費の訪問看護費用



 

４．利用の中止、変更、追加 

（１）利用予定日の前に、利用者の都合により、訪問看護サービスの利用を中止、変更、

又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実

施日の前日までに事業者に申し出てください。 

（２）利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出を行っ

た場合、キャンセル料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し

利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

 

・利用日の 8時 30分までに申し出があった場合  

無料 

・利用日の 8時 30分までに申し出がなかった場合 

当日の利用料金の 100％（自己負担相当額） 

 

（３）サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の

希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示

して協議します。 

 

５．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

苦情相談窓口     訪問看護ステーションみらいふ 

         苦情受付窓口(担当者)  三輪寛子 

受付時間       月曜～金曜日 9:00～18:00 

電話番号       052-508-4777 

 

（２）行政機関苦情受付 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課     0564-23-6682 

愛知県国民健康保険団体連合会         052-971-4165 

（３）苦情処理の内容を記録し、５年間保存し、再発防止に役立てます。 

 

 

 

 

 

 



 

令和    年    月    日 

指定訪問看護サービスの提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて重要事項の

説明を行ないました。 

 

説明者 氏名                   印 

 

本書面に基づいて重要事項の説明を受け、サービスの提供開始に同意承諾し以上のとおり

説明を受けたことを証するため、各自署名押印のうえ、保有する。 

 

令和    年    月    日 

利用者 

 

 

住 所 

 

 

 

 

 TEL        （     ） 

氏 名                               印         

         

    
 

住 所 

 

  

 

 

TEL        （     ） 

    

利用者家族 

（利用者の代理人） 

氏 名 
                              印         

    

    続 柄 （                ） 

         

事業者 

（運営会社） 

所 在 愛知県名古屋市西区清里町 450 M’sビル１F 

名 称 

 株式会社 大幸 

 訪問看護ステーションみらいふ 

 代表取締役  鷲見卓也              印 

 


